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 １．議事日程（平成29年第１回北広島町議会臨時会） 

平 成 29年 ３ 月 23日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

於 議 場 

日程第１ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 

（物品供給契約の変更契約を締結することについて） 

日程第２ 議案第２９号 北広島町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

日程第３ 議案第３０号 北広島町税条例等の一部を改正する条例 

日程第４ 議案第３１号 北広島町簡易水道事業を北広島町水道事業へ統合することに伴う

関係条例の整理に関する条例 

日程第５ 議案第３２号 北広島町コミュニティ施設設置及び管理条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例 

日程第６ 議案第３３号 北広島町多目的研修集会施設の設置及び管理条例の一部を改正す

る条例 

日程第７ 議案第３４号 北広島町情報基盤整備事業基金条例を廃止する条例 

日程第８ 議案第３５号 指定管理者の指定について 

日程第９ 議案第３６号 町道の路線の変更について 

日程第10 議案第３７号 工事請負契約の締結について 

（北広島町立千代田中学校体育館大規模改修工事） 

日程第11 議案第３８号 財産の無償譲渡について 

日程第12 議案第３９号 平成28年度北広島町一般会計補正予算（第６号） 

日程第13 議案第４０号 平成28年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第14 議案第４１号 平成28年度北広島町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第15 議案第４２号 平成28年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第４

号） 

日程第16 議案第４３号 平成28年度北広島町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第17 議案第４４号 平成28年度北広島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第18 議案第４５号 平成28年度北広島町診療所特別会計補正予算（第３号） 

日程第19 議案第４６号 平成28年度北広島町情報基盤整備事業特別会計補正予算（第４

号） 

日程第20 議案第４７号 平成28年度北広島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

日程第21 議案第４８号 平成28年度北広島町水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第22 議案第４９号 平成28年度北広島町豊平病院事業会計補正予算（第２号） 

 

 ２．出席議員は次のとおりである。 

 

 １番 浜 田 芳 晴  ２番 美 濃 孝 二  ３番 真 倉 和 之 

 ４番 湊   俊 文  ５番 敷 本 弘 美  ６番 森 脇 誠 悟 

 ７番 宮 本 裕 之  ８番 山 形 しのぶ  ９番 亀 岡 純 一 

１０番 梅 尾 泰 文 １１番 室 坂 光 治 １２番 服 部 泰 征 
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１３番 伊 藤   淳 １４番 中 田 節 雄 １５番 大 林 正 行 

１６番 伊 藤 久 幸     

 

 ３．欠席議員は次のとおりである。 

 

な し      

 

 ４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

 

町 長 箕 野 博 司 副 町 長 空 田 賢 治 教 育 長 池 田 庄 策 

芸北支所長 成 瀬 哲 彦 大朝支所長 清 水 繁 昭 豊平支所長 多 川 信 之 

危機管理監 五反田   孝 総 務 課 長 古 川 達 也 財 政 課 長 信 上 英 昭 

企 画 課 長 畑 田 正 法 税 務 課 長 西 村   豊  福 祉 課 長 清 見 宣 正 

保 健 課 長 福 田 さちえ 農 林 課 長 藤 浦 直 人 商工観光課長 沼 田 真 路 

建 設 課 長 砂 田 寿 紀 町 民 課 長 坂 本 伸 次 上下水道課長 浅 黄 隆 文 

消 防 長  田 辺 弘 司 学校教育課長 石 坪 隆 雄 生涯学習課長 佐々木 直 彦 

会計管理者 畑 田 朱 美 国土調査事務所長 林   秀 治   

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員 

  議会事務局長  松 浦   誠    議会事務局  田 辺 五 月 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午 前 １０時 ００分  開 議 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（伊藤久幸） おはようございます。ただいまの出席議員は１６名です。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付した

とおりでございます。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第１ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第１、承認第１号、専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって

質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。こ

れをもって討論を終わります。これより承認第１号、専決処分の承認を求めることについてを

採決いたします。本件について、承認することに賛成の方は挙手願います。（挙手全員） 
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○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、承認第１号、専決処分の承認を求めることについて

は、承認することに決定しました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第２ 議案第２９号 北広島町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第２、議案第２９号、北広島町個人情報保護条例の一部を改正する条例

を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これ

をもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認め

ます。これをもって討論を終わります。これより議案第２９号、北広島町個人情報保護条例の

一部を改正する条例を採決いたします。本案について、原案のとおり採決することに賛成の方

は挙手願います。（挙手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第２９号、北広島町個人情報保護条例の一部を

改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第３ 議案第３０号 北広島町税条例等の一部を改正する条例 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第３、議案第３０号、北広島町税条例等の一部を改正する条例を議題と

します。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって

質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。こ

れをもって討論を終わります。これより議案第３０号、北広島町税条例等の一部を改正する条

例を採決します。本案について、原案のとおり採決することに賛成の方は挙手願います。（挙

手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第３０号、北広島町税条例等の一部を改正する

条例は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第４ 議案第３１号 北広島町簡易水道事業を北広島町水道事業へ統合することに伴う関係条 

            例の整理に関する条例 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第４、議案第３１号、北広島町簡易水道事業を北広島町水道事業へ統合

することに伴う関係条例の整理に関する条例を議題とします。これより質疑を行います。質疑

はありませんか。３番、真倉議員。 

○３番（真倉和之） ３番、真倉です。８０ページのほうを見ていただきたいと思います。８０ペ

ージに北広島町簡易水道事業設置条例の廃止ということがありますが、これについての債権債

務の継承は当然でありますが、６条の（３）にある財政調整基金でありますが、簡易水道財政
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調整基金が２８年度末で９６万円が残るようになっておるようでありますが、これについて取

り扱いはどうされるのか。それからもう１点は、水道事業へ統合されるわけでありますが、事

業会計で基金がありませんが、経理上の取り扱いはどのようにされていくのか。お伺いをして

みたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 上下水道課長。 

○上下水道課長（浅黄隆文） 簡易水道事業財政調整基金の取り扱いでございますが、このたび補

正予算のほうに取り崩した基金を廃止した残金を収入をする予算を補正予算のほうで計上して

おります。この議案を議決いただきましたら、３月３１日までに基金を取り崩して簡易水道会

計のほうへ収入をします。それで３月３１日をもって簡易水道会計は閉鎖となります。新たな

基金を設ける予定はございません。以上です。 

○議長（伊藤久幸） ３番、真倉議員。 

○３番（真倉和之） どうも説明がよう理解できんのでありますが、水道事業会計のほうへ簡易水

道事業の財政調整基金、大体９６万残る予定に２８年度なっておるのはおりますが、この場合、

水道事業会計の補正でなしに、次の分の６月補正で入れていかれるということですか。 

○議長（伊藤久幸） 上下水道課長。 

○上下水道課長（浅黄隆文） 済みません、補正予算書の簡易水道事業特別会計の歳入の事項別明

細をご覧をいただきたいと思います。１ページです。ここに５款繰入金、２項基金繰入金、１

目簡易水道事業財政調整基金繰入金９５万９０００円を新設をして、ここで歳入をするという

予定にしております。歳入をしまして、３月３１日で簡易水道事業会計は打ち切り決算となり、

債権債務は水道事業会計の方へ承継をされるということでございます。以上です。 

○議長（伊藤久幸） ３番、真倉議員。 

○３番（真倉和之） 私が聞いておるのは、ここで一遍歳入に入れて、簡水の。きれいにされるん

でしょうが、水道事業会計へ持って入るときの経理はどうされるんかということを聞いとるん

です。 

○議長（伊藤久幸） 上下水道課長。 

○上下水道課長（浅黄隆文） 簡易水道会計のほうで支出と収入を３月３１日で決算をしますけれ

ども、繰越金として水道会計のほうへ承継をされるということになると思います。 

○議長（伊藤久幸） ほかに質問ありますか。１０番、梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） １０番、梅尾でございます。この提案に賛成をする立場で質問するわけで

ありますけども、まず、公営企業会計の水道会計と、それから特別会計の簡易水道が一緒にな

るわけでありまして、条例上は整理ができるというふうに提案されておりますけども、事業が

進められてきた経緯を考えますと、公営企業会計の場合は、資産、財産でありますが、それも

減価償却をしながら適切な処理がされているというふうに認識をしております。ところが簡易

水道の場合が同じ扱いがされてないわけでありますから、これまで、いつ工事をされてという

工事の年数も違いますが、そこがうまく財産として引き継いで、公営企業会計にすっぽりはま

るのかどうなのかと。適切にいくのかどうかということをちょっとお聞きをしてみたいと思い

ます。 

○議長（伊藤久幸） 上下水道課長。 

○上下水道課長（浅黄隆文） 簡易水道事業で整備をされてきた資産については、平成２６年度、

２７年度、２８年度にかけて、資産調査を行って、固定資産の額を確定させて、４月１日に水
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道事業会計の方へ承継をすることになっております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） １０番、梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） 今の２７年、２６年からですか、そういうふうな財産調査をしっかりされ

て、継承するための準備が十分にされたというふうにお聞きをしたんで安心をしたところであ

りますが、引き続いてしっかりと運営をしていただきたいというふうに思います。以上であり

ます。 

○議長（伊藤久幸） ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わ

ります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって

討論を終わります。これより議案第３１号、北広島町簡易水道事業を北広島町水道事業へ統合

することに伴う関係条例の整理に関する条例を採決します。本案について原案のとおり決定す

ることに賛成の方は挙手願います。（挙手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第３１号、北広島町簡易水道事業を北広島町水

道事業へ統合することに伴う関係条例の整理に関する条例は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第５ 議案第３２号 北広島町コミュニティ施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の一 

            部を改正する条例 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第５、議案第３２号、北広島町コミュニティ施設設置及び管理条例の一

部を改正する条例の一部を改正する条例を議題とします。これより質疑を行います。質疑はあ

りませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。

討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより議案第

３２号、北広島町コミュニティ施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例を採決します。本案について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。（挙

手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第３２号、北広島町コミュニティ施設設置及び

管理条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第６ 議案第３３号 北広島町多目的研修集会施設の設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第６、議案第３３号、北広島町多目的研修集会施設の設置及び管理条例

の一部を改正する条例を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。２番、

美濃議員。 

○２番（美濃孝二） ２番、美濃孝二です。亀山振興センターというのはどういう施設で、どうい

う役割を果たしてきたのか、ちょっともう少し詳しく教えてください。 

○議長（伊藤久幸） 芸北支所長。 

○芸北支所長（成瀬哲彦） ご質問のことにつきまして、芸北支所からお答えいたします。亀山振
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興センターと申しますのは、地域住民が魅力あるふるさとづくりを目指して、自発的、自主的

に活動を続けるための拠点施設としまして、さらなる生涯学習の推進や農業文化の伝統、芸能

等の伝承を図るための施設といたしまして、地域と町が一緒になって建設したものでございま

す。 

○議長（伊藤久幸） ２番、美濃議員。 

○２番（美濃孝二） 今、地域と町が一緒になって建設をしたということは、この建設費はどうい

う形だったのか。一緒ということは、住民が幾らか持って、町が幾らか持ってということで、

いつ頃できたのか伺いたいのと、亀山積徳会というんでしょうか、これはどういう組織で、な

ぜ、今回こういう措置がされるのか、無償譲渡されるのか、伺います。 

○議長（伊藤久幸） 芸北支所長。 

○芸北支所長（成瀬哲彦） まず、こちらの施設でございますが、一緒になってと申し上げました

のは、この亀山振興センターにつきましては、旧芸北の平成７年につくりましたふるさとづく

り事業と申しまして、その中で、地域はそういう活動施設が必要であるということで、町に申

請をしまして、町の負担と地域からの負担をもちまして、両方で事業をしているようなことに

なります。事業比率は、大体そのときで３分の１が地元というふうになっております。亀山積

徳会につきましては、このあたりの法人でございまして、山林の管理から田の管理をするよう

な地域組織となっております。無償譲渡の件につきましては、つくるときから、地域のために

そういうのを地域と町が一緒になってつくりまして、規定年度終了した後は、無償で譲渡する

という規定のもとに、そういう根拠のもとにつくられたものでございます。 

○議長（伊藤久幸） ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わ

ります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって

討論を終わります。これより議案第３３号、北広島町多目的研修集会施設の設置及び管理条例

の一部を改正する条例を採決します。本案について原案のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。（挙手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第３３号、北広島町多目的研修集会施設の設置

及び管理条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第７ 議案第３４号 北広島町情報基盤整備事業基金条例を廃止する条例 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第７、議案第３４号、北広島町情報基盤整備事業基金条例を廃止する条

例を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。こ

れをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認

めます。これをもって討論を終わります。これより議案第３４号、北広島町情報基盤整備事業

基金条例を廃止する条例を採決します。本案について原案のとおり決定することに賛成の方は

挙手願います。（挙手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第３４号、北広島町情報基盤整備事業基金条例

を廃止する条例は、原案のとおり可決されました。 

 



 

- 34 - 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第８ 議案第３５号 指定管理者の指定について 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第８、議案第３５号、指定管理者の指定についてを議題とします。これ

より質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わり

ます。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討

論を終わります。これより議案第３５号、指定管理者の指定についてを採決します。本案につ

いて原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。（挙手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第３５号、指定管理者の指定については、原案

のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第９ 議案第３６号 町道の路線の変更について 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第９、議案第３６号、町道の路線の変更についてを議題とします。これ

より質疑を行います。質疑はありませんか。２番、美濃議員。 

○２番（美濃孝二） ２番、美濃です。これ路線変更で距離が変わるということですが、地図をい

ただいておりますが、この変更によって、町道が町道でなくなる区間が生じるということもあ

ると思うんですが、これは、誰が管理をしていくのか、道路そのものの。また、地元の了解等

は得られているのか、伺います。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 町道の路線の変更についての件で、建設課のほうからお答えします。削

除の部分が吉渡線ございますが、ここの部分は、もともと町道敷プラス民地であったところを

県が県道として改築していったものでございますので、そこの部分は、県がこれから管理とい

うことになろうかと思います。それからもう１件の大朝宮迫線につきましては、これも県道の

拡幅により町道とのすりつけの部分で、今度は逆に延長が延びたということでございますので、

延びた部分については当然町が管理をしていくということになっております。地元との折衝と

いうことでございますが、当然、県のほうで地元協議、それから土地買収も全て済んでおりま

すので、了解だと認識しております。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） ２番、美濃議員。 

○２番（美濃孝二） 吉渡線ですか、これ分かるんですが、大朝宮迫線のその地図を見ますと、赤

い部分が新しい町道で、黄色い部分が旧道になるわけですね。この部分は誰が管理をするのか。

これもあわせて管理をするということは、もし地元ということになれば、地元で了解があるの

か伺います。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 模式図でございますので、実は、地方町道の芸北大朝線は、町道側に広

くなっております。その関係で、町道との接続が困難になり、今のような路線になったもので

ございます。当然、現の宮迫線の敷きについては町の土地ということですので、町が管理して
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いくということになろうかと思います。 

○議長（伊藤久幸） ほかに質疑はありませんか。７番、宮本議員。 

○７番（宮本裕之） 関連でお伺いします。路線数はこれで変わることはないと思うんですが、総

延長距離が変わってくるということで、確認の意味で、町道の路線数と総延長距離、教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） まず、路線延長のほうが、全てを集計したものがないんですが、昨年度、

瀬山団地の部分がたしか７ｋｍぐらいあったと思います。今回で、約５０ｍ減ということです

ので、恐らく現在で路線数が１４１０ぐらいだと思います。済みません、集計はまだしており

ません。それから延長につきましては８６７ｋｍぐらいだと思います。 

○議長（伊藤久幸） ７番、宮本議員。 

○７番（宮本裕之） 約で答弁いただいたんで、また正確な数字をあとお知らせいただければと思

います。以上でいいです。 

○議長（伊藤久幸） ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わ

ります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって

討論を終わります。これより議案第３６号、町道の路線の変更についてを採決します。本案に

ついて原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。（挙手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第３６号、町道の路線の変更については、原案

のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第１０ 議案第３７号 工事請負契約の締結について 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第１０、議案第３７号、工事請負契約の締結についてを議題とします。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。１０番、梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） １０番、梅尾でございます。念願の千代田中学校の体育館の大規模改修と

いうことで期待をしておったところであります。賛成の立場でご質問しますけれども、まず、

これがきょう可決をされますと、きょう以降、工事にかかるということで、その期日が来年の

１月までであります。１０カ月間で、この大規模改修が本当にできるのかなというふうに心配

をしておりますので、そこのところを明確にお答えいただきたいということと、それから、こ

の工事が始まりますと、当然そこは体育館は使えなくなるわけでありますから、もう十分、そ

の次のことは考えておられると思いますが、クラブ活動、あるいは生徒たちの安全の確保、そ

してまた、仮に運動公園の体育館を使われるということになれば、クラブ活動が。なれば、今

まで一般の方が体育館を、町立の体育館を使われていた方たちとの整合性といいますか、両方

が上手に利用できるような体制、あるいはアピール等どのようにしていこうというふうにお考

えなのか、お聞きをしてみたいと思います。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） 工期の問題でございますけども、これについては、設計を委託して

おります業者とも、その期間については検討させていただきまして、この議案に載っておりま
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す１月１５日というところで完了するということで確認はしております。それから、もう１点

でございますけども、体育館の改修の間のクラブ活動、あるいは体育の授業の体育館の利用に

ついては、先ほどありましたように、千代田の運動公園を利用させていただくように、１２月

の議会で補正予算で利用料についても上げさせていただいておるところでございます。なお、

先ほどありましたように、今までの一般の方の利用についての協議につきましては、指定管理

者、そして一般の方の利用の方と協議をしながら、日程調整を進めていきたいというふうに考

えております。それからもう一つは、夏休みについては、運動公園の利用が非常に多いという

こともありますので、各小学校の体育館を利用してクラブ活動の練習をしていきたいというふ

うに考えております。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） １０番、梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） 工期でありますけども、業者さんとの協議はできているということであり

ますが、雪の時期に入るということがあるんですが、そこのところは、これは未知であります

から、心配してもしようがないという部分ありますが、そこも含めての１月１５日となってお

りますが、それでしっかりできるというふうに確認をしておられるんですね。また、何月かに

なって工期の延長というふうなことを出される可能性があるのかなというふうに思って心配し

ているんであります。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） 工期の問題で、雪の問題等につきましては、そこの部分についても

考慮しておりますけれども、まず、工程としては屋根なり、あるいは外壁等やらせていただい

て、その後、内部のフロアとかというところをやらせていただくということでございますので、

雪の影響というのはほぼないというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） ２番、美濃議員。 

○２番（美濃孝二） ２番、美濃です。いつも工事請負契約締結のときには、入札状況の表が別紙

提示されていたと思うんですが、今回ないように思うんです。入札参加社数及び金額について

どうなのか伺います。表が出てないんで、どういうふうに聞いていいか分からないんですけど

も、なぜ、表が出てこないのかと思うんです。入札参加社数と入札金額を教えてください。 

○議長（伊藤久幸） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） 財政課のほうからご答弁を申し上げます。今の議員のご指摘の入札執行

の結果の表のことだと思いますけれども、近年そちらのほう、議会のほうへ議案として提示し

たことはございません。この案件につきましては、１社の入札でありました。町内の業者の対

象者は３社でございます。以上です。 

○議長（伊藤久幸） ２番、美濃議員。 

○２番（美濃孝二） 今、結果表は出したことがないということですが、添付はされてませんが、

資料として議員に配布されていたのではないですか。１社だからということかもしれませんが、

予定価格も確認させてほしいと。あわせて下請採用、２億以上の大工事なんで、地元業者の仕

事を増やすという立場からも、下請業者については以前からも言っておりますが、どういうふ

うな契約内容になっているか伺います。 

○議長（伊藤久幸） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） まず、１点目の入札執行状況の結果につきましては、近年出しておりま

せん。下請の件がもう１点ございましたけれども、こちらにつきましては、契約の時点で、特
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記仕様書のほうに、理由がない限り、資材等も町内を優先ということで、なるべく町内業者を

優先するように契約のほうをさせていただいております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） ほかに質疑はありませんか。８番、山形議員。 

○８番（山形しのぶ） ８番、山形でございます。２点お聞かせください。まず、体育の授業等で

運動公園のほうに移動されるということでございますが、移動時間がかかるかと思います。授

業時数等のことがございますので、５０分授業、その移動時間というのが授業時数にどうなる

のかというのを１つお聞かせください。もう１点にいたしまして、各学校にはイベント等があ

ると思います。授業以外の文化祭、合唱祭等の場合は、開発センター等の使用となりますでし

ょうか。よろしくお願いいたします。 

○議長（伊藤久幸） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） まず、移動時間でございますけども、移動時間については授業時数

に変化はございません。それからもう１点、イベントにつきましては、開発センター等も利用

することもあろうかと思います。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） ほかに質疑ありませんか。１４番、中田議員。 

○１４番（中田節雄） 請負金額が２億７４５２万円ということなんでございますが、これにつき

ましては繰越明許ということになろうかと思っておりますが、補正予算のほうで繰越明許のほ

うでございますが、変更ということで、教育費、中学校費、これ４億３９００万という支出が

出ております。これについては、多分大朝の関係だろうと思うんですが、その辺についてご答

弁願います。 

○議長（伊藤久幸） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） 繰越明許費のご質問でございますけれども、中学校費の中学校管理事業

につきまして、４億３９８８万９０００円の繰り越しをお願いをしておるところでございまし

て、この内容でございますけれども、先ほどの千代田中学校の体育館の大規模改修工事、それ

から豊平学園のグラウンドの陥没をしております維持修繕工事、こちらのほうが４３２万円、

それから芸北中学校の解体を既に上げさせていただいておりますけれども、こちらの薬品処理

のほう、２６万円ほど、今回繰り越しをさせていただくということで、あわせて先ほどの金額

のほう、繰り越しのほうでお願いしておるところでございます。以上です。 

○議長（伊藤久幸） ほかに質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わり

ます。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討

論を終わります。これより議案第３７号、工事請負契約の締結についてを採決します。本案に

ついて原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。（挙手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第３７号、工事請負契約の締結については、原

案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第１１ 議案第３８号 財産の無償譲渡について 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第１１、議案第３８号、財産の無償譲渡についてを議題とします。これ

より質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わり
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ます。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討

論を終わります。これより議案第３８号、財産の無償譲渡についてを採決します。本案につい

て原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。（挙手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第３８号、財産の無償譲渡については、原案の

とおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第１２ 議案第３９号 平成２８年度北広島町一般会計補正予算（第６号） 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第１２、議案第３９号、平成２８年度北広島町一般会計補正予算第６号

を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。３番、真倉議員。 

○３番（真倉和之） ３番、真倉です。それでは歳入のほうから先に聞かせていただきたいと思い

ます。８ページにあります臨時給付金の補助事業でありますが、これが大きく減額になってお

ります。この受給者がどのぐらいおられて、何でこれだけの減額になってくるのかということ

を第一お聞きしてみたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 臨時福祉給付金の件でございますけども、このたび２８年度で臨時福祉

給付金が３つに分かれております。まず、１つが簡素な給付措置ということで、１人当たり３

０００円支給されるわけですけども、これについては、当初の見込みよりも９４６人の減とな

っております。この減につきましての考えられることとしまして、対象者が２８年度の住民税

が課税されてない方が対象となっております。その中で、課税者の扶養親族の場合には、対象

とならないということがありますので、その結果、約９５０名余りの申請がなかったというこ

とが考えられます。また、もう１つは、高齢者向けの臨時福祉給付金、これ３万円の額なんで

すけども、これが１５４名ほどの見込みよりも少なく申請をされておられます。これについて

は、実際に申請が上がってきてないということが考えられます。それから障害者年金等の受給

者の方に３万円ほど支給されるんですけども、これは高齢者向けの給付金の対象者の場合には

だぶった支給ができませんので、障害年金の受給者の中で高齢者の方がおられたということで、

約２６０名の当初よりも少なかったということで、全体では、給付金が１５００万余り見込み

よりも減額ということとなっております。収入のほうも全てが国庫補助でございますので、実

績分を減額をしておる状況でございます。以上です。 

○議長（伊藤久幸） ３番、真倉議員。 

○３番（真倉和之） それでは１４ページ、青年就農給付金、経営安定支援交付金でありますが、

これも６００万余りの減額となっております。これ青年就農給付金、就農する方がおられなか

ったのか。行政の対応に何かあったのか等お聞きしてみたいと思いますし、それでは今度、歳

出のほうへ行きます。これ歳出の中の１８ページ、生活保護扶助費が９００万、この時点で上

がってきております。この時点で９００万上がるということは３月末までにできるだけ支払い

をしていかないけんのだろう思いますが、これがどういうことで、ここで９００万の補正が上

がってくるのかお聞きをしてみたいと思いますし、それから２６ページ、新規就農総合対策事

業、これが減額の７２０万３０００円。これは先ほど言いました新規就農との兼ね合いも出て
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まいりますので、その点はあわせてお聞きをしてみたいというように思います。それから３６

ページの例のどんぐり荘の運営事業費でありますが、これを見てみますと、平成２８年度は戸

谷の基幹集会所の新築、大朝地区の体育館、千代田中学校の体育館の改修、今回提案されてい

るどんぐり荘の改修工事と、大型公共投資に取り組まれますが、実質公債費比率を何％押し上

げてくるんだろうか。それから財政健全化法の各種財政指標に影響はないのか。２点目として、

昨日の全員協議会で、どんぐり荘の営業状態についての収支の差引の説明をいただきましたが、

どうもこれでは、きのう出していただいたのはこれでありますが、これで、こういう簡単なこ

とで予算認めというのは、ちょっと私から見たら、疑義があるような気がいたしますので、将

来にわたる費用対効果の推計を毎年度ごとに５カ年間出していただきたいというように思いま

す。それができるかどうか。それから４０ページの道路改良新設であります。繰越明許の中に

ありますが、繰越明許と違ったところ、数字的に違うんですが、繰越明許で何か移されたこと

があるのか。それともう１つ、広域農道のこと聞きたかったんですが、これも二千何万の減額

になっておったろう思います。これは国が５、県が４、町が１という割合で、金が出てまいり

ますが、これだけの減額をするということは、国、県からの金が来なかったために、町の予算

組んどったんがこれだけ余ってきたということでありますが、なぜこのことができないのか。

農道でありますので、農業振興との兼ね合いが出てきて、このものができないのか。その点を

答弁をいただきたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 歳入の１４ページの青年就農給付金経営安定支援交付金の６００万円の

減額でございます。この新規就農総合対策事業で、現在、この経営安定青年就農給付金を交付

している方が８名いらっしゃいます。そのうち２８年度当初１２００万予算計上させていただ

いて、２人分について交付がされなかったと。それは歳出のほうの２６ページの経営安定支援

交付金の４９２万と絡んでくるんですが、その理由として、お２人の方いらっしゃるんですけ

ど、お１人の方は体調不良で営農されていません。これは国の交付金なんですけど、年間１５

０万の５年間交付が受けられるんですけど、２８年度において体調不良で営農されておりませ

ん。その方については交付してないと。あともう１人の方については、２７年度の所得が２５

０万以上あったというところで未交付となっております。そのため、その方で３００万、あと

３００万円については、当初、２８年度当初予算でお２人の方新規に見込んでおりましたが、

この方がいらっしゃいませんでしたので、計６００万の歳入の減額補正をお願いしました。歳

出のほうでございますが、歳出の２６ページの新規就農総合対策事業で７２０万３０００円の

減額をお願いしてます。その中で、補助金及び交付金の就農研修支援交付金１４２万５０００

円の減額でございますが、これについては、平成２８年４月から研修生となられる予定だった

１名の方が体調不良によって研修を辞退されたと。それに伴う事業費が不用となったため、減

額と。また、２８年度に募集している新規の研修生がいらっしゃらなかったというところで、

関連費用を減額させていただいたところでございます。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） それでは、歳出の１７ページ、１８ページの生活保護扶助費の減ですけ

ども、９００万円ほど増額をさせていただいておりますけども、これにつきましては、扶助費

の中には生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助など８つの扶助がありますけども、その中

で、医療扶助につきまして不足額が見込まれるため、このたび補正をさせていただくものでご
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ざいます。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） 先ほどの真倉議員の近年の大型事業で、財政指標に影響がどう出るのか

というご質問に財政課のほうからご答弁を申し上げます。財政指標の中で、実質公債費比率と

いうものがございます。こちらのほうに、どうしても借金をいたしますので、影響は出てまい

ります。出てまいりますけれども、予算の編成方針の中でも謳っておりますように、当町とし

ましては、毎年の公債費償還以上に起債を発行しないというプライマリーバランスというもの

を堅持しておりまして、若干でありますけれども、年々、この実質公債費比率は下がっていく

ものと財政推計のほうでも見ております。引き続き、この点につきましては努力のほうしてい

きたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 歳出の４０ページの道路新設改良事業の件で、繰り越しとの関係という

ことでご質問があったように思うのですが、ちょっと質問の内容が分からないということがひ

とつあります。それと広域農道の負担金の減額ということでございますが、予算書２８ページ

の芸北地域農道整備事業負担金で、２５９０万の減額ということでのご質問であったかと思い

ますが、これ県の事業に対して、本町１０％の負担金を拠出するということで進めさせていた

だいておりますが、西部農林も鋭意努力をして予算獲得に努めていただいているところでござ

いますが、道路系の事業については、なかなか予算獲得が現在難しいというようなことがあっ

て、当初見込みの事業費に今年度至らなかったというようなことであります。それ以下の詳細

については、ちょっと当方では分かりかねます。 

○議長（伊藤久幸） 豊平支所長。 

○豊平支所長（多川信之） 真倉議員の質問で、歳出の３６ページのどんぐり荘改修事業に係る質

問でございます。昨日お示ししました収支計画ではもっと詳しい収支計画を提出するようにと

いうことでございます。３億の工事で５０００万という大規模な工事を施工させていただくと

いうことでありますから、当然費用対効果、その投入に見合う収支の改善、増収を図っていく

べく５年間隔で、その都度適時収支計画をお示し、報告させていただきたいと思います。以上

です。 

○議長（伊藤久幸） ３番、真倉議員。 

○３番（真倉和之） 青年就農給付金あたりについて、縷々答弁をいただきましたが、今年は該当

者がいなかったというようなことも答弁でありましたが、どうしたら、この地域農業を守って

いく青年を育てていくかということが大切だというように私は思っております。研修行かれて

も、研修行って、１年か２年かしたらやめるという方もおられますが、こういうことについて、

初めからもう少し、こういう研修を受ける方については、そういうこと、趣旨はよう説明され

て取り組んでいただきたいというように思っております。そのことが非常に私自身は心配であ

ります。それから先ほどの福祉給付金のことにつきまして、縷々答弁いただきましたが、一番

分からんのは、医療費の関係が一番分からんだろうと思います。治療へ行かれて、その金がこ

っちへ請求来るというのが一番分からんだろうと思うんですが、そこらをもう少し、ここで９

００万を組んでくるということは非常に大きな金額のような気がいたします。それともう少し、

就労に対する生活保護を受けておられる方ができるだけ就労していただく機会を、どのように

つくっていくかということも一つの方策だと私は思っております。そういう点含めて、後ほど
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答弁をいただきたいというように思います。それから次に質問をいたしました新規就農者につ

いては、体調不良の方がおられたということですが、広域農道については、西部農林とも縷々

私も話をさせていただきましたが、広域農道である以上は営農効果を上げてくるんが本来であ

ります。営農効果を上げるために、町はどのような取り組みをされておるか。営農振興計画を

このたびも組んでおられますが、それについて、どのような取り組みをされて、この広域農道

を早く、広域農道の芸北３期でありますが、していくかであります。まだトンネルが１ｋｍち

ょっとありますが、これのまだ設計にも県は入っておりません。そういうこと含めて、いずれ

にしても、こっちの営農計画をしっかり立てて、県へ早くしてくれということをお願いをして

いただきたいと同時に、営農振興計画を早急に立てていただきたいというように思います。そ

れからどんぐり荘のことについては、財政健全化法の各種財政指標には、これは触れてこない

ということをお聞きしたいのと、実質公債費比率も少々関係するかということですが、何ポイ

ントぐらい関係をしてくるのか、お聞きをしてみたいと思います。このことにつきましては、

今、１６．７％まで実質公債費比率が落としていただいて、努力いただいておりますが、その

点をまだまだ下げていきませんと、県下で１６．７というのは、下から２番目か３番目ぐらい

の位置にあるわけでありますので、２３市町の中で、下から２番目か３番目の実質公債費比率

が悪い町でありますので、その点をどのような取り組みでこれだけの投資をしていかれるのに

費用対効果を出されるか。特にどんぐり荘につきましては、やっぱり一つの経営でありますの

で、営業行為でありますので、何ぼを何年度にこうしていくんだという収支計画ぐらいは最低

出していただいて、予算の了解いただけるようにしたいと思います。それから、先ほど道路の

繰越明許の改良事業の減額補正４９００万について言いましたが、繰越明許の中に３９４４万

６０００円しか繰越明許を足して。 

○議長（伊藤久幸） 済みません、途中ですが、真倉議員、一般質問ではございませんので、もう

少し簡潔に質問していただきたいと思います。 

○３番（真倉和之） わかりました。それだけの差があるのはどうして、どこへ出てきているのか

ということをお聞きします。差が足らんのですよ。道路改良事業４０００万の減額はしてあり

ますが、繰越明許は３９００何ぼかしかないんですね。そこの差額はどうなっているのかとい

うことを聞きたい。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） １８ページの生活保護扶助費の補正の件でございますけども、先ほど医

療扶助が不足が生じるという説明をさせていただきましたけども、当初の予算を計上するに当

たっては、これまでの実績等々を鑑みながら予算を計上しております。そうした中で、今年度、

医療扶助が増えたということで、これについては、生活保護を受けておられる方が病気等々で、

どうしても病院に行かなければいけないということが生じまして、扶助費の増加となっており

ます。また、自立の支援につきましては、当然生活保護法で定めております最低の生活を保障

するとともに、自立を助長するということが掲げておりますので、自立支援に向けては当然や

っていかないといけないというふうに考えております。しかしながら、病気とか、どうしても

働けない方が生活保護受けてられますので、そこらあたりはやむを得ないと思っております。

以上です。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） １点目の新規就農研修のことでございます。２７年度に２８年度生を募
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集して、お１人の方が該当となったというところで予算計上させていただきました。４月に入

る前に体調不良で辞退したいという申し出がありましたので、減額補正させていただきました。

今まで８名の方と、今現在２名の方が研修されてます。その方についても、今までは途中で研

修を中止されたとか、そういう方はいらっしゃいませんが、今後事前の調査なり、本人の意思

確認等しっかりさせていただいて、取り組んでまいりたいと考えております。それと、もう１

点、広域営農団地農道の営農関係のことでございますが、昨日、第３次北広島町農業振興計画

の策定させていただいて報告させていただいたところです。その中でも、農業を支える基盤づ

くりとして、農業振興の推進による芸北広域営農団地農道の活用というところの方向性を明示

しております。施策としては、広域流通経路等の検討、野菜苗等の町内循環の推進、産地強化

及び近代化施設等を利用した販路拡大の検討を今後町の農業技術者部会の中で検討させていた

だいて、早期の完成に向けて取り組んでまいります。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 先ほどの道路新設改良事業の繰り越しとの関係でございますが、まず、

道路新設改良事業でございますが、補正前、現予算が３億３９２４万７０００円、それから今

回補正で４０９０万円減額をお願いしておりまして、補正後の予算額が２億９８３４万７００

０円でございます。そのうちの３０９０万円を次年度へ繰り越しするという意味でございます。 

○議長（伊藤久幸） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） 実質公債費比率の再質問でございますけれども、どんぐり荘の改修の事

業費が約３億７０００万で、これがどのぐらい影響するかという、ポイント的にというご質問

でございますけれども、この財源として合併特例債を充当するように予定をさせていただいて

おります。合併特例債につきましては１０年間で償還をしてまいりますので、この額で３億７

０００万借り入れて、何ポイント影響するかということは、この場でお答えすることはちょっ

と難しいということがまず１点ございます。ですけれども、実質公債費比率につきましては、

ご指摘のように１６．７％でございます。県内２３市町中下位から２番目でございます。先ほ

どもご答弁申し上げましたとおり、徐々には、この率については健全化のほうに向かってはお

りますけれども、決して県内ではいい数字ではございません。ですので、先ほどご答弁させて

いただきましたように、プライマリーバランスを基本に、健全化に向けて努力を引き続きさせ

ていただきたいというふうに考えております。近年の大規模事業を実施をしております。新町

建設計画も、あと３１年まで残り少なくなっておりまして、残事業のほうも計画したものもご

ざいます。財政推計のほうを立てておりまして、その中でも実質公債費比率につきましても推

計のほうはさせていただいております。平成２７年度で１６．７％でございますけれども、向

こう３カ年ぐらいは横ばい、その後は、徐々に数字的には健全化のほうに向かっていくと。１

０年後ぐらいには１４％ぐらいまで健全化に向けて数字的にはいけるのではないかというよう

に推計はさせていただいております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） ほかに質疑はありませんか。２番、美濃議員。 

○２番（美濃孝二） ３点伺います。歳出の２２ページ、不妊治療助成金ですが、当初予算で６３

０万円だったと思いますけども、その３分の１が減額という点の理由について伺います。もう

１つは、３０ページ、林業再生事業、これは林業再生事業間伐補助金、これが当初２０００万

が２２８４万と大幅に倍に増額されるんじゃないかと思いますが、路網整備補助金、これは４

５００万が当初、今回３２５７万円減額ということで、ほぼ減額されると。これは全額国費で
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森林組合に補助するというものと思いますが、当初と大きく変更されている理由について伺い

ます。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 保健課から歳出の２１ページ、２２ページの母子保健事業、不妊治療

費助成事業のことについてご説明させていただきます。不妊治療につきましては、年度当初、

延べ１８人で計上しておりましたが、この補正予算のときに、延べ１０人の実績となっており

ましたので、２月、３月の予定を見ましても少し減額をさせていただいているところでござい

ます。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 林業再生事業の補正増と補正減の理由でございますが、当初、太田川森

林組合、安芸北森林組合から計画が出されて、森林作業道、もしくは間伐というところで計画

を出されておりましたが、その事業量に見合う実績が上がってこなかったということがありま

す。予算組み替えによって、実績ベースで補正増、補正減をさせていただいたところでござい

ます。 

○議長（伊藤久幸） ２番、美濃議員。 

○２番（美濃孝二） 不妊治療助成金については、人数が減ったということですけども、非常に大

事な助成金だということで、適用対象の人、皆さん周知されているのかどうか。医療機関との

連携がきちっとされているのかというのが気になるところで、それは皆さん、受けられている

んであれば安心なんですが、その辺の余地がないかどうか伺います。林業再生についてですが、

事業量に見合う実績がなかったということですが、やはり森林、林業の再生というのは非常に

重要でして、事業量に見合うための事業をどうやっていくかという町の努力について伺いたい

と思います。新しい３番目の問題ですが、３４ページ、企業支援員報酬、これは当初２００万

円だと思いますが、その６割が減額になってますが、人数が減ったのか、期間が減ったのか、

その理由について伺います。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 不妊治療のまず対象者の方への周知でございます。周知につきまして

は、この不妊治療に関しては、特定不妊治療費助成でございますので、県事業とのタイアップ

という形でもありますので、県のほうでのホームページにアップをさせていただくとともに、

今年度からは、全額、県の残りの残額全額を助成しておりますので、町のほうのホームページ

へ載せております。あわせて医療機関のほう、特定不妊治療をしている医療機関のほうにも周

知をさせていただくとともに、県のほうにもそのことをお伝えしているところでございます。

その中で、２８年度初めて妊活相談会というのを北広島町内で１回開催をさせていただいてお

ります。これは県とのタイアップで事業させていただきました。そのときにも、この事業のこ

とについて周知をさせていただいているところでございます。議員おっしゃるとおり、この事

業をもっと周知していくということが一つの課題ではありますが、なかなかデリケートな部分

もございますので、浸透というところが難しいところではございますが、皆さんホームページ

等確認されながら、問い合わせも入っておりますので、引き続いて取り組んでまいります。以

上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 商工観光課長。 

○商工観光課長（沼田真路） 企業支援員の減額につきまして説明申し上げます。当初、採用予定
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しておりました時期よりも、採用時期が遅れたために報酬の減額をしたものでございます。以

上です。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 林業再生事業、実績が上がらなかったというところで、当初、森林組合

等と協議を重ねた上で当初予算計上させていただいて、それに基づいて、実施に向けて計画を

立てていただいて実施してもらうよう、今後詳細な計画を立てていただいて、実施に向けて協

議を行ってまいります。 

○議長（伊藤久幸） ２番、美濃議員。 

○２番（美濃孝二） 林業再生事業について３回目の質問行います。今後行うということですけど

も、森林関係、林業関係で一番の障害というふうに聞いているのは、山の所有者がなかなか特

定できないということを聞くわけです。それが原因かどうか分かりませんが、この場合。しか

し、三次等の森林組合の話聞きますと、町と森林組合が相当密にやって、森林組合でできない

ことは行政がなり変わってやるということや、森林組合もみずから提案をしてやっていくとい

う、非常に行政と森林組合が協力していると思うんです。その所有者の確定も含めて。そうい

った点の努力というのは今後、努力をするというだけじゃなくて、原因が何なのか、さらにそ

れをどうやって解決していくのかという点がもし考えておられるならば、答弁をお願いします。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 国土調査、地籍調査等が実施されてない山については、境界が未確定で

森林組合も施業しにくいというところは聞いております。森林整備とか補育を進める上で必要

なそういう土地の境界確定については、今後も町もいろんな事業を使って境界確定等に向けて

進みたいと考えております。森林整備地域活動支援事業という事業もありますので、その中で

の対応になってくるかと考えております。 

○議長（伊藤久幸） 町長。 

○町長（箕野博司） 森林組合との連携につきましては、今後も十分連携を図っていきたいという

ふうに思いますし、先般つくりました町有林の１００年計画等も計画的に今後は進めていく必

要があろうと思っておりますので、そこらもあわせて進めてまいりたいと思っております。 

○議長（伊藤久幸） ここで暫時休憩いたします。３０分まで。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午前 １１時 ２０分  休 憩 

 

午前 １１時 ３０分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（伊藤久幸） 再開します。先ほど宮本議員の質問に対する答弁漏れがございますので、こ

れを許します。建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 議案第３６号に関しまして、宮本議員からのご質問に対して答弁漏れが

ございました。建設課からお答えいたします。この路線の変更の議決を受けまして、町道の路
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線数は１４２１路線、それから延長が８６６．６６３ｋｍということになります。以上でござ

います。 

○議長（伊藤久幸） ほかに質疑ありませんか。大林議員。 

○１５番（大林正行） １５番、大林でございます。２点お伺いいたします。歳出の３６ページ、

芸北オークガーデンの施設整備工事請負費であります。説明によりますと、これは重油ボイラ

ーの更新事業費の追加ということでございますけれども、まず、更新事業の内容はどういうこ

となのかということと、私、オークガーデンは、薪ボイラーで全て賄ってらっしゃるというふ

うに思っておったんでございますけれども、実際には薪ボイラーと重油の併用ということであ

りますが、どのような比率で使われているのか。薪ボイラーのほうが、昨日もありましたよう

に、ＣＯ２の削減に貢献するということもありましたので、これの比率を上げていく必要があ

ると思います。そういったことで、どのような場合重油ボイラー、どのような場合に薪ボイラ

ー使うのか、そこについてお伺いいたします。２点目でございますけれども、歳出の４８ペー

ジ、中学校施設整備修繕工事費ということで、内容的には、豊平学園のグラウンドの修繕とい

うことに聞いております。昨年の豪雨でグラウンドに穴があきまして。それを修繕ということ

でありますけれども、今回４３２万円の追加でございますけれども、総計としては幾らになる

のかということと、工事の内容ですが、学園に上がっていく坂道の擁壁のすぐ際に大きな穴か

あいているということで、穴だけではなくて、擁壁に沿って陥没が非常に見られております。

そういったことで、それと、その擁壁から木が生えておりまして、擁壁に少し影響を与えてい

るんじゃないかと、そういったことも含めますと、相当な工事をしないと大変な結果になるん

じゃないかと、そういうふうに思いますので、そこらをどのように考えてらっしゃるのか、お

伺いします。 

○議長（伊藤久幸） 芸北支所長。 

○芸北支所長（成瀬哲彦） 大林議員の言われます芸北オークガーデンのボイラーに関しましてご

説明を申し上げます。まず、芸北オークガーデンにつきましては、まず、概要ですが、オーク

ガーデンは、重油ボイラーで今まで稼働しております。その重油ボイラーの圧力壁の中に亀裂

が生じましたので、燃焼温度が上がらないということで、ちょっと更新が必要になってくると

いうことで、今回お願いしているものです。それと同時に、薪ボイラーを入れているというこ

とですが、どうですかという話がございました。ご存じのように、薪ボイラーは、平成２６年、

３年前に導入いたしまして、既存の重油ボイラーと併用して行っております。この併用につき

ましては、浴槽の加温につきましては、浴槽を温めたものを入れ替えるものにつきましては薪

ボイラーを使っております。それ以外のシャワー等の給湯器関係、または夜のお湯の総入れ替

えは全て重油ボイラーを使っております。割合的なものをおっしゃいましたが、ちょっと使用

内容によりましていろいろございますので、何とも申し上げられませんが、一応通常の浴槽の

お湯につきましては薪ボイラー。シャワー等加湯の関係は全て重油ボイラーというふうにお考

えいただければと思います。今回導入に当たりまして、いろんなことが生じますので、いろい

ろ検討いたしました。更新に当たりまして、電気の給湯器施設でありますとかガスであります

とか、いろいろ検討いたしましたが、現行の給湯施設をそのまま利用できるという点では、今

の重油ボイラーをメーンに考えたほうがよかろうではなかろうかということでございました。

ということで、今回薪ボイラーの改修、取り替えということを上げさせていただいてます。以

上でございます。言い間違えまして、重油ボイラーの取り替えというのを申し上げます。 
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○議長（伊藤久幸） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） 予算書４８ページの中学校施設維持修繕工事の請負費ということで、

先ほどありましたように、豊平学園のグラウンドの維持修繕工事でございます。これにつきま

しては、事業費はどのぐらいかかるのかということでございますけども、ここにありますよう

に、４３２万円でございます。といいますのが、これを先ほどありましたように、２８年の１

０月の８日に時間雨量が２４ｍｍのまとまった雨が降りました。それによって、グラウンドに

直径８０センチ、深さ１ｍの穴があいております。当初、私たちが想定しておったのは、先ほ

どありました擁壁の部分がかなりすいておって、その擁壁も直していかにゃいけんのじゃない

かなというふうに考えておりましたけども、調査をしましたところ、擁壁がすいている状況で

はないということでございましたので、一部暗渠排水の不良部分の修繕、それから緩んだ地盤

のところのセメントの注入による補強を行いまして実施をしていきたいというふうに考えてお

ります。なお、先ほどありました、木が生えておるところの擁壁につきましては、その部分だ

けを修繕をさせていただいて、工事を完了していきたいというふうに考えております。以上で

ございます。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） オークガーデンのボイラーの関係ですけれども、これは、修理ではなくて

取り替えるというふうに理解すべき。はい。それから、薪を使うのは非常に木質バイオマスと

いうことで、いいということなんですけれども、木を切る方が減っておられて、供給が追いつ

いてないという話も聞いておるんですけれども、そういったことが、この薪ボイラーの利用率

の低下になっているんじゃないかという、重油のほうへシフトしてないのかなという危惧をし

ているわけですけれども、そのようなことについては、ないのかどうか、お伺いしたいと思い

ます。それから豊平グラウンドにつきましては、穴だけだと、すぐ土を埋めればいいんかなと

思いましたけれども、擁壁に沿った亀裂がありましたので、そこらは専門の方に見てもらわれ

たと思いますけれども、それから木のほうも部分的に撤去といいますか、補修されるというこ

とで、ちょっとこのぐらいのお金で足りるんかなというふうに思ったので質問したわけでござ

いますけれども、この擁壁が倒れると大変なことになりますので、十分な対応をお願いしたい

と思います。 

○議長（伊藤久幸） 芸北支所長。 

○芸北支所長（成瀬哲彦） 薪の関係で芸北支所からお伝えします。まず、薪の需要供給は大丈夫

かというふうに言われました。今のところ、薪整備場も今整備しておりますし、その中で、何

とか回しているということでございます。それと薪は、持ち込みまして、やはり燃焼効率を上

げるためには半年間の乾燥期間が必要になってまいります。一部はぬれた状態でもいいように

言っておりますが、やはり燃焼効率が悪くて、燃焼が上がりませんので、やはり半年以上しっ

かり乾かしたもので使用するというのが一番であろうと思われます。それと言われましたよう

に、今の需要のほうがということですが、今のところは、持ち込みいただいている中で何とか

供給できているというふうには聞いております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） 調査の内容でございますけども、地質調査業者に空洞の調査をさせ

ていただきました。これは地中のレーダー調査をやっておりますので、擁壁に空洞とかあると

かいうところも調べさせていただいて、この工事費を出させていただいております。以上でご
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ざいます。 

○議長（伊藤久幸） ほかに質疑はありませんか。６番、森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） ６番、森脇です。１点ほどお聞きをします。歳入の町債の関係ですが、２２

ページの道路橋梁債の辺地対策事業債３００万の減額になっておりますけども、この辺地対策

事業債の該当する事業はどこかということと、この減額になった理由をお聞かせをいただきた

いと思います。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 辺地対策事業債は、町道の尾長線のみでございます。それから減額の理

由でございますが、工事精算になろうかと思います。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） ６番、森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） この事業は、５年計画で１億円だったというふうに認識をしておるんですが、

大変工事も遅れてきているということで、地元の者とすれば、一日でも早く、延長も長く、早

く工事をしていただきたいという思いでいっぱいのところでありますけども、金額は３００万

円の精算程度の額でございますが、一日も早い事業をしていくという思いも込めて、次年度へ

の影響といいますか、年間２０００万程度のわずかな額になるんですが、とても計画どおり、

この２０００万では難しい状況もあろうかと考えておりますが、この３００万円の減になった

のが事業費にどういうふうに影響してくるのか、また、次年度へその分またすぐプラスになる

ものなのかをお聞きをします。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 先ほどの尾長線でございますが、今年度は３００万の減ということでご

ざいますが、毎年ほぼ２０００万ぐらいずつやってきたと思います。既に２９年度予算につい

てはご承認をいただいているところでございますが、これも道路改良事業請負費の中で予算化

は既にしております。来年度もこれ以上の金額を一応現在見込んでおりますので、この３００

万は来年度またつけさせていただくというように考えていただければ結構かと思います。 

○議長（伊藤久幸） ほかに質疑はありませんか。１０番、梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） １０番、梅尾でございます。いろいろと聞きたいことがあったわけですが、

他の議員が聞かれたので、４点ほど残っております。昼までによろしくお願いします。まず、

４６ページでございます。先ほど議案の中でも出てましたけども、中学校の体育館の大型改修

のことでありますけれども、そこの中に設計委託料というのが６９４万３０００円の減になっ

ております。そこのところを詳しくお聞きしたいというのが１点目。２点目が５２ページであ

ります。豊平病院の補助金でありますけども、４９７万７０００円の減であります。昨日の全

員協議会の中で説明がありましたけれども、あえて本会議の中でやりとりをしたいというふう

に思いますので、この減額の４９７万７０００円の説明をお願いしたいと。それから５４ペー

ジでありますけれども、繰出金が随分、それぞれの特別会計への繰出金でありますけども、そ

れぞれ減額になって、非常に経営的にしっかり行っておられるのかなというふうに思うんであ

りますが、その中で、２点ほどお聞きをしてみたいと思いますが、下水道事業であります。今

の段階、ここで提出されているのが２５９０万９０００円の減であります。非常に大きな数字

になっていますけれども、まず、この金額が大きいのか少ないのかというのを聞くのには、ま

ず、事業費をどのぐらい組まれておって、どのぐらいになったから、２５９０万９０００円に

なったのかということの経過をお聞きしたい。それから同じ質問でございますけども、情報基
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盤整備の１２９７万５０００円、同じページのところも状況的に、もともとこの事業に幾ら組

んで、幾らになる予想であるから、マイナスの１２９７万５０００円ですよということの説明

を受けたいというふうに思います。 

○議長（伊藤久幸） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） 予算書４６ページの委託料の質問でございますけども、設計委託料

６９４万３０００円でございますが、この分につきましては、議員が言われました千代田中学

校の設計業務ではなくて、旧芸北中学校の解体の設計業務の入札残でございます。それから付

け加えますと、その上の７７９万２０００円というのが千代田中学校の設計業務の入札残でご

ざいます。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 保健課から５１ページ、５２ページの豊平病院の公営企業会計の減額

について説明させていただきます。年度当初９０５万円の医療機器整備費を上げておりました

が、医療機器のほう、ＭＲＩその他の医療機器につきましては、当初７月からの９か月分のリ

ース料を組んでおりました。ＭＲＩの設置工事などもありまして、リース料発生しましたのが、

１月からの３か月分となりましたので、減額の補正という形で上げております。９０５万のう

ち支出予定額が４０７万２６８０円を予定しておりまして、不用額４９７万７３２０円という

ことで上げております。リースのほうは、ＭＲＩその他の医療機器も、どちらも６年間、７２

か月のリースで組んでおります。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 上下水道課長。 

○上下水道課長（浅黄隆文） ５４ページの繰出金、下水道事業特別会計への繰出金２６９０万９

０００円の減の中身でございますが、これは下水道特別会計の事業費減によるものでございま

す。中身としましては、委託料、工事費等の決算見込みによる減が大きな内容でございます。

それに対する歳入が受益者負担金が３００万円の増、それから雑入が４９０万９０００円の増

がございます。この増額が結局一般会計繰入金を減らした大きな要因になっておるということ

でございます。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 情報基盤整備事業の繰出金の減額の原因でございますけれども、予算書

の情報基盤整備の特別会計予算の歳入歳出のところをご覧いただければと思いますけれども、

第１表でございます。歳入歳出予算補正の表でありますけれども、ここの歳入を見ていただき

たいんですけれども、分担金及び負担金が１２３万９０００円の増額、使用料が９５０万円の

増額、このことによりまして、一般会計の繰入金が１２９７万５０００円の減額といったこと

となっております。使用料の増加というのは使用者の増加。負担金につきましては、工事分担

金の増加といったところが主な原因でございます。以上です。 

○議長（伊藤久幸） １０番、梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） まず、教育委員会のほうから答えていただいた六百九十何万というのは芸

北の旧中学校の解体ということでありましたけども、その前にあったマイナスの７７９万２０

００円というのを本来私聞こうかなというふうに思っておったわけでありますが、それの委託

料の内訳がもう少しお聞きをしたいということです。それから豊平病院のはＭＲＩが主であり

ますけども、６年のリース、７２か月、それを割り算をすれば月にどのぐらい、あるいは６年

間で幾ら、６０００何万なのかという数字が出てくるんだろうと思いますけども、そこのとこ
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ろもちょっと明らかにしていただきたいなというふうに思います。それから５４ページの下水

道の事業でありますけども、委託料や工事費というところが黒字になったから、一般会計から

の繰出金、入れていただくものが不用になったということでありますから、了解をしたんであ

りますが、情報基盤整備も、情報基盤整備特別会計の中に使用料等が、分担金等が入ってきて、

一般会計からの繰り入れがなくても済むということでありますけども、特に情報基盤整備につ

いては、これまでいろいろと使用料についての議論もございました。そういうふうに一般会計

から繰り入れをしていただくということが要らなくなるよという状況ができるような運営にし

ていただかなくてはならないわけでありますけども、そこら辺を含めて使用料の関係の見直し

というふうなことは考えておられるかどうかというのを、特に情報基盤整備のほうの事業につ

いてお聞きをしてみたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） 委託料の７７９万２０００円の減額のところでの業務の内容でござ

いますけども、これにつきましては、大規模改修工事の設計業務の委託料でございます。以上

でございます。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 豊平病院の医療機器整備の１か月のリース料でございます。まず、Ｍ

ＲＩにつきまして、ＭＲＩリース総額が６６５２万３６８０円でございます。７２カ月で割り

まして、１か月当たり９２万３９４０円となります。その他のリース機器１０品目ございます

が、総額で３１２２万６４０円でございますので、１か月の支払いが４３万３６２０円となり

ます。ＭＲＩその他合わせまして、１か月分が１３５万７５６０円となります。２８年度３か

月分となりますので、先ほど申した金額となっております。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 情報基盤整備の会計でございますが、もう一度、特別会計のところの歳

入歳出の予算補正の表をご覧いただきたいと思いますけれども、歳入歳出ともに補正前の予算

額６億１１００万円、補正額が１８０万円の減額、計といたしまして６億９２０万円となって

おります。このうち一般会計繰入金が３億７２１万５０００円と、約半分が一般会計からの繰

入金といったような会計になっております。先ほど使用料が伸びたというふうに言わせていた

だきましたけれども、当初の見込みよりも増えていると、使用者数についても、２月末現在で

５７０２件、昨年と比較して１１７件の伸びというふうにはなっておりますけれども、まだま

だ使用料でこの会計を賄えるような状況にはなっていないと。約半分が一般会計からの繰入金

といったような状況でございます。 

○議長（伊藤久幸） １０番、梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） まず、千代田中学校体育館の設計の委託料でございますけども、７７０万

幾らがマイナスになるというのは、それこそ、もともとの町が考えておられた委託料がどのぐ

らいで、入札が、残だということですから、幾らで。本来、それこそ安ければいいわけであり

ますけども、そういうものでもないのかなという気がしますから、そこのところをまずお聞き

をしてみたい。本当に、答え方は一つしかないんだろうというふうに思いますが、そこをお聞

きしたい。それから、今のＭＲＩ関係のことでありますけども、これはずうっと７２か月間払

い続けなければならんということがありますけれども、これからまた５０万以上の備品を購入

するとかいうふうになれば、町が負担をしていくということが永久的に続くということである
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んだろうと思いますが、そこのところも踏まえながら、しっかりと必要なもの、そうでないも

のと、それから民間の病院と比較をしながら適正に扱うということが必要なのかなというふう

に思いますので、そこのところの最終的なお考えもお聞きしてみたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） 入札の状況を含めてですけども、契約金額が２００万８８００円で

ございます。それで落札率でございますけども、これは２０．５％ということでございます。

先ほど来ありますように、かなり低いということでございますけども、工事の場合には、最低

入札価格というのがございますけども、業務の委託については、最低入札価格というのはござ

いませんので、それで実施をしていたということでございます。また、入札に参加された業者

は７社でございます。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 医療機器の新規導入についてでございますが、議員おっしゃるとおり、

新規導入については慎重に、またあわせて適切に取り扱うように、法人とも協議して適切に取

り組んでまいります。やはり町内の医療機関との関係もございますので、そこらも含めて、協

定書にあわせて取り組んでまいります。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わ

ります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって

討論を終わります。これより議案第３９号、平成２８年度北広島町一般会計補正予算第６号を

採決します。本案について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。（挙手全

員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第３９号、平成２８年度北広島町一般会計補正

予算第６号は、原案のとおり可決されました。 

○議長（伊藤久幸） ここで暫時休憩いたします。１時３０分まで休憩いたします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午後  ０時 ０３分  休 憩 

 

午後  １時 ３０分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第１３ 議案第４０号 平成２８年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 

○議長（伊藤久幸） 再開します。日程第１３、議案第４０号、平成２８年度北広島町国民健康保

険特別会計補正予算第４号についてを議題とします。これより質疑を行います。質疑はありま

せんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討

論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより議案第４

０号、平成２８年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算第４号を採決します。本案につい

て原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。（挙手全員） 
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○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第４０号、平成２８年度北広島町国民健康保険

特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第１４ 議案第４１号 平成２８年度北広島町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第１４、議案第４１号、平成２８年度北広島町下水道事業特別会計補正

予算第３号を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認め

ます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論

なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより議案第４１号、平成２８年度北広

島町下水道事業特別会計補正予算第３号を採決します。本案について原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は挙手願います。（挙手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第４１号、平成２８年度北広島町下水道事業特

別会計補正予算第３号は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第１５ 議案第４２号 平成２８年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号） 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第１５、議案第４２号、平成２８年度北広島町農業集落排水事業特別会

計補正予算第４号を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なし

と認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。

討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより議案第４２号、平成２８年度

北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算第４号を採決します。本案について原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手願います。（挙手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第４２号、平成２８年度北広島町農業集落排水

事業特別会計補正予算第４号は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第１６ 議案第４３号 平成２８年度北広島町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第１６、議案第４３号、平成２８年度北広島町介護保険特別会計補正予

算第４号を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。２番、美濃議員。 

○２番（美濃孝二） ２番、美濃です。介護保険、歳出の６ページ、地域支援事業費の中の高齢者

自立生活支援サービス事業委託料、これは配食と見守りの関係での事業というふうに聞いて、

当初が２６３万６０００円だと思いますが、そのうち２５０万が減額、これが正しければ１３

万６０００円ぐらいにしかならないかなと思うんですが、この配食自体はすごい大事なことじ

ゃないかと思うんですが、なぜこういうふうな形で、何とか伸びないものかなというか、そう
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いう需要がないのかどうか、保健課の考えを聞きたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） ６ページの高齢者自立生活支援サービス事業委託料についてでござい

ます。この事業については、町内の配食業者、お弁当とかをつくっていただいている業者の方

が地域の方の、ここのページのところは要支援１・２、または総合事業の対象者の方へお弁当

を持っていただいたときに見守りをしていただく事業でございます。年度当初からの予定でお

りましたが、業者との調整でありますとか、その見守り配食を希望される方、要支援の方、総

合事業の方がなかなかいらっしゃらなかったことがありまして、実を言いますと、実人数、今

現在で５人の方が利用されております。１回の金額が見守りの金額が５０円で、週に、月曜日

のお昼とか夕方とか、それをケアプランの中に入れ込んでいただいての中でのサービス提供に

なっておりますので、なかなか思ったよりも、当初よりも伸び悩んでいるところが現状でござ

います。そのため要支援でございますので、地域包括支援センターのケアマネジャー、あわせ

て町内の委託をしております居宅介護支援事業所のケアマネジャーのほうにも、この事業の改

めての周知をしながら、広報等でもご利用者様、あわせて住民の方に周知をしているところで

ございます。 

○議長（伊藤久幸） ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わ

ります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって

討論を終わります。これより議案第４３号、平成２８年度北広島町介護保険特別会計補正予算

第４号を採決します。本案について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

（挙手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第４３号、平成２８年度北広島町介護保険特別

会計補正予算第４号は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第１７ 議案第４４号 平成２８年度北広島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第１７、議案第４４号、平成２８年度北広島町簡易水道事業特別会計補

正予算第３号を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認

めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討

論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより議案第４４号、平成２８年度北

広島町簡易水道事業特別会計補正予算第３号を採決します。本案について原案のとおり決定す

ることに賛成の方は挙手願います。（挙手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第４４号、平成２８年度北広島町簡易水道事業

特別会計補正予算第３号は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第１８ 議案第４５号 平成２８年度北広島町診療所特別会計補正予算（第３号） 
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○議長（伊藤久幸） 日程第１８、議案第４５号、平成２８年度北広島町診療所特別会計補正予算

第３号を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと

認めます。これをもって討論を終わります。これより議案第４５号、平成２８年度北広島町診

療所特別会計補正予算第３号を採決します。本案について原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。（挙手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第４５号、平成２８年度北広島町診療所特別会

計補正予算第３号は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第１９ 議案第４６号 平成２８年度北広島町情報基盤整備事業特別会計補正予算（第４号） 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第１９、議案第４６号、平成２８年度北広島町情報基盤整備事業特別会

計補正予算第４号を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。２番、美

濃議員。 

○２番（美濃孝二） ２番、美濃孝二です。第２表の債務負担行為補正ですが、これは指定管理料

５年分ということで出てるんですが、４億７８４４万円、前期といいますか、２４年から２８

年の指定管理料は幾らだったのか、調べてくればよかったんですけど、分かれば教えてくださ

い。 

○議長（伊藤久幸） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 平成２４年から５年間の指定管理料でございますが、４億４９４０万円

でございます。 

○議長（伊藤久幸） ２番、美濃議員。 

○２番（美濃孝二） ３０００万ぐらい上がってるわけですが、どこがどう変わっているのか、聞

くところによると、センターにもおられる方が大分少なくなってるんじゃないかという話もあ

りますし、前期５年間とこれからの５年間で大きく違ってるところがあれば教えてください。 

○議長（伊藤久幸） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 変更の中身でございますけれども、放送機器の保守、電気工作物の保守、

機械警備、施設管理システム保守、それから修繕費、電話帳の作成等がこれまでに比べて増額

となっております。また、減額となりましたものは、チャンネルガイドの作成、そのガイドブ

ックの郵送料、ブラックアウト対応費が減額となっております。その他、消費税が５％から

８％に変わっておりますので、そこも影響して増額となっているものです。以上です。 

○議長（伊藤久幸） ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わ

ります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって

討論を終わります。これより議案第４６号、平成２８年度北広島町情報基盤整備事業特別会計

補正予算第４号を採決します。本案について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願い

ます。（挙手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第４６号、平成２８年度北広島町情報基盤整備

事業特別会計補正予算第４号は、原案のとおり可決されました。 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第２０ 議案第４７号 平成２８年度北広島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第２０、議案第４７号、平成２８年度北広島町後期高齢者医療特別会計

補正予算第３号を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと

認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。

討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより議案第４７号、平成２８年度

北広島町後期高齢者医療特別会計補正予算第３号を採決します。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。（挙手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第４７号、平成２８年度北広島町後期高齢者医

療特別会計補正予算第３号は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第２１ 議案第４８号 平成２８年度北広島町水道事業会計補正予算（第２号） 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第２１、議案第４８号、平成２８年度北広島町水道事業会計補正予算第

２号を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。２番、美濃議員。 

○２番（美濃孝二） 説明書の８ページ、収益的収入及び支出の中で、先日の説明では、消費税及

び地方消費税還付金が還付されることがない。今度は支出しなくちゃいけない。１００万円増

額ということの説明がありましたが、これは、なぜこういうことが起きたのかをもう少し詳し

くお聞かせください。もう１点は、資本的支出で、工事請負費が３３１０万円減額となってい

るという理由について、事業精査とのことですが、内容についての説明を求めます。 

○議長（伊藤久幸） 上下水道課長。 

○上下水道課長（浅黄隆文） 消費税について、当初は還付を受けるという見込みでございました

けれども、２８年度の事業量が減ったことに伴いまして、支払う消費税が減ります。消費税は、

預かった消費税と支払った消費税の差額について支払額が大きければ還付になります。それと

逆の場合は支払いになります。２８年度の工事量が減ったことに伴いまして支払う消費税が減

ってきましたので、結果として精算すれば、消費税を支払う側になるということでございます。

それから、２８年度の工事費の減でございますけれども、当初設計と比べて工事費が安く済ん

だ、入札残という要因もありますし、これは平成２７年の１０月時点ぐらいでの見積もりであ

りましたけれども、そのときには、水道管を引いてほしいという要望がありましたので、その

工事費を見込んでおりましたが、結果としては、井戸を掘削されたというような例もございま

して、需用費の減となっております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わ

ります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって

討論を終わります。これより議案第４８号、平成２８年度北広島町水道事業会計補正予算第２

号を採決します。本案について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。（挙手
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全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第４８号、平成２８年度北広島町水道事業会計

補正予算第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第２２ 議案第４９号 平成２８年度北広島町豊平病院事業会計補正予算（第２号） 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第２２、議案第４９号、平成２８年度北広島町豊平病院事業会計補正予

算第２号を議題といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認

めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討

論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより議案第４９号、平成２８年度北

広島町豊平病院事業会計補正予算第２号を採決いたします。本案について原案のとおり決定す

ることに賛成の方は挙手願います。（挙手全員） 

○議長（伊藤久幸） 挙手全員です。従って、議案第４９号、平成２８年度北広島町豊平病院事業

会計補正予算第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（伊藤久幸） 以上で本日の日程は全部議了いたしました。会議を閉じます。ここで、副町

長から発言の申し出がありますので、発言を許します。副町長。 

○副町長（空田賢治） 貴重なお時間をいただき、一言ご挨拶を申し上げます。２年前の３月２３

日に選任同意の後、この場に立たさせていただいたことがつい昨日のように思い出されていま

す。県から派遣された副町長として２年間、いろんなことにがむしゃらに取り組んでまいりま

したけれども、至らぬ点が多々あり、また、不愉快な思いをさせる場面もたくさんあったと思

い、反省をしております。ただ、この２年間は、私にとりまして、かけがえのない貴重な体験

をたくさんさせていただきました。そして、何より大切な人にも出会うことができました。こ

れらは私にとっての宝物であり、これからの人生においても貴重な財産になるものと思ってい

ます。４月からは、県の商工労働局のほうに帰ることになりました。初めての仕事であります

けれども、今後も北広島町の応援団として、何かお手伝いすることがあればやらせていただき

たいと思っております。また、北広島町のほうにも足を運ばせていただきたいと思っておりま

すので、見かけたら、声をかけていただければ幸いです。終わりになりましたけれども、北広

島町の今後ますますの発展と住民の方、そして、ここにお集まりの皆様のご活躍とご健勝を祈

念いたしまして、退任のご挨拶とさせていただきます。本当にお世話になりました。 

○議長（伊藤久幸） 以上をもって、平成２８年第１回北広島町議会臨時会を閉会します。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午後  １時 ５３分  閉 会 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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